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①
営業所
での取組

国土交通省・
都道府県

（建設業担当部局）

建設企業
（申請時）

建設企業
（営業時）

厚生労働省
（保険担当部局） 加入勧奨・強制適用

通報

経営事項審査
立入検査
監督処分

許可（更新） 発注者

元　請

下　請

再下請

②
工事現場
での取組

加入勧奨・強制適用

立入検査国土交通省・
都道府県

（建設業担当部局）

厚生労働省
（保険担当部局）

通報

S p e c i a l  E d i t i o n

建設業における
社会保険未加入対策について

　
背
　
景

　
建
設
投
資
の
急
激
か
つ
大
幅
な
減
少

等
に
よ
り
、
建
設
業
は
か
つ
て
な
い
厳

し
い
状
況
に
直
面
し
て
い
ま
す
。
こ
の

よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
国
土
交
通
省
で

は
、
建
設
産
業
戦
略
会
議
を
立
ち
上
げ
、

平
成
23
年
６
月
に
「
建
設
産
業
の
再
生

と
発
展
の
た
め
の
方
策
２
０
１
１
」
を

取
り
ま
と
め
ま
し
た
。

　
社
会
保
険
未
加
入
対
策
は
、
そ
の
中

の
施
策
の
一
つ
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ

て
い
ま
す
。

　
本
対
策
に
取
り
組
む
こ
と
と
な
っ
た

背
景
に
は
、
建
設
業
に
お
い
て
は
、
下

請
企
業
を
中
心
に
、
雇
用
、
医
療
、
年

金
の
３
保
険
に
つ
い
て
、
法
定
福
利
費

を
適
正
に
負
担
し
な
い
保
険
未
加
入
企

業
が
存
在
し
、
技
能
労
働
者
の
医
療
、

年
金
な
ど
、
い
ざ
と
い
う
と
き
の
公
的

保
障
が
確
保
さ
れ
ず
、
若
年
入
職
者
減

少
の
一
因
と
な
っ
て
い
る
ほ
か
、
関
係

法
令
を
遵
守
し
て
適
正
に
法
定
福
利
費

を
負
担
す
る
事
業
者
ほ
ど
競
争
上
不
利

に
な
る
と
い
う
矛
盾
し
た
状
況
が
生
じ

て
い
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
課
題
に
対
応
す
る
た
め
、

関
係
者
が
一
丸
と
な
っ
て
、「
技
能
労
働

者
の
処
遇
向
上
」、「
人
材
の
確
保
」
及

び
「
公
平
な
競
争
環
境
の
構
築
」
を
図

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
社
会
保
険
未
加

入
対
策
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　
対
策
の
概
要

　
行
政
側
の
取
組
と
し
て
、
建
設
業
許

可
（
更
新
）
時
や
立
入
検
査
時
に
お
け

る
加
入
状
況
の
確
認
・
指
導
、
経
営
事

項
審
査
の
厳
格
化
等
と
な
っ
て
お
り
、

ま
た
、
こ
れ
ら
の
取
組
を
厚
生
労
働
省

の
保
険
担
当
部
局
と
連
携
し
な
が
ら
実

施
し
て
い
き
ま
す
。

　
建
設
企
業
の
取
組
と
し
て
、
元
請
企

業
に
つ
い
て
は
、
下
請
企
業
に
対
す
る

加
入
指
導
を
行
っ
て
い
た
だ
き
、
下
請

企
業
に
つ
い
て
は
、
雇
用
関
係
に
あ
る

社
員
と
請
負
関
係
に
あ
る
者
と
を
明
確

に
し
て
い
た
だ
い
た
上
で
、
雇
用
関
係

に
あ
る
社
員
の
保
険
加
入
に
努
め
て
い

た
だ
き
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
取
組
を
平
成
24
年
度
か
ら

平
成
28
年
度
ま
で
の
５
年
間
に
周
知
啓

発
重
点
期
間
、
加
入
指
導
重
点
期
間
、

加
入
者
優
先
期
間
に
区
分
し
、
段
階
的

に
取
組
を
強
化
し
て
い
き
、
５
年
後
の

平
成
29
年
度
に
は
許
可
業
者
の
加
入
率

１
０
０
％
を
目
指
し
ま
す
。

　
具
体
的
な
取
組

　１
．
法
令
に
基
づ
く
取
組

①
経
営
事
項
審
査
の
厳
格
化
【
平
成

24
年
7
月
か
ら
実
施
】

・
経
営
事
項
審
査
に
お
い
て
、
保

険
関
係
の
審
査
項
目
の
区
分
の

見
直
し
（
雇
用
保
険
、
健
康
保
険
、

厚
生
年
金
保
険
の
３
区
分
）
及

び
未
加
入
の
場
合
の
減
点
幅
拡

大
に
よ
り
、
未
加
入
企
業
に
対

す
る
評
価
の
厳
格
化
を
図
り
ま

す
。

②
建
設
業
担
当
部
局
に
よ
る
立
入
検

査
【
平
成
24
年
11
月
か
ら
実
施
】

【
営
業
所
へ
の
立
入
検
査
】

・
建
設
業
法
に
基
づ
く
立
入
検
査

に
お
い
て
、
労
働
者
名
簿
、
賃

金
台
帳
、
保
険
関
係
書
類
を
確

認
す
る
こ
と
に
よ
り
、
企
業
単
位
、

労
働
者
単
位
で
の
保
険
加
入
状

況
を
確
認
し
ま
す
。

【
工
事
現
場
へ
の
立
入
検
査
】

・
建
設
業
法
違
反
に
関
す
る
検
査

に
併
せ
て
、
保
険
加
入
に
関
す

る
調
査
を
実
施
し
ま
す
。

・
調
査
の
結
果
、
下
請
企
業
に
対

す
る
保
険
加
入
に
関
す
る
指
導

が
な
さ
れ
て
い
な
い
元
請
企
業

に
は
注
意
喚
起
等
を
行
い
ま
す
。

③
建
設
業
許
可
・
更
新
時
の
加
入
状

況
確
認
【
平
成
24
年
11
月
か
ら
実

施
】

・
建
設
業
許
可
（
更
新
）
の
申
請
時

の
添
付
書
類
に
保
険
加
入
状
況
を

記
載
し
た
書
面
を
追
加
し
、
保
険

の
加
入
状
況
を
確
認
し
ま
す
。

④
監
督
処
分
【
平
成
24
年
11
月
以
降

適
用
】

・
経
営
事
項
審
査
、
立
入
検
査
、

許
可
（
更
新
）
申
請
時
等
に
お

い
て
、
未
加
入
で
あ
る
こ
と
が

判
明
し
た
場
合
は
、
当
該
未
加

入
企
業
に
対
し
、
文
書
に
よ
り

保
険
加
入
を
指
導
し
、
一
定
期

間
後
、
加
入
状
況
の
報
告
を
求

め
ま
す
。

・
指
導
後
も
加
入
し
な
い
場
合
は
、

社
会
保
険
担
当
部
局
（
日
本
年

金
機
構
、
地
方
労
働
局
等
）
へ

通
報
し
ま
す
。

・
社
会
保
険
担
当
部
局
に
よ
る
加

入
指
導
に
も
応
じ
な
い
企
業
に

つ
い
て
は
、
社
会
保
険
担
当
部

局
か
ら
建
設
業
担
当
部
局
へ
通

知
が
な
さ
れ
、
建
設
業
担
当
部

局
は
当
該
通
知
に
基
づ
き
、
建

設
業
法
に
基
づ
く
監
督
処
分
を

行
い
ま
す
。

２
．
社
会
保
険
未
加
入
対
策
推
進
沖
縄

地
方
協
議
会
の
設
置

　
取
組
を
着
実
に
推
進
す
る
た
め
、

本
対
策
を
行
政
・
元
請
・
下
請
及
び

関
係
団
体
が
一
体
と
な
っ
て
継
続
的

に
実
施
す
る
「
社
会
保
険
未
加
入
対

策
推
進
協
議
会
（
全
国
協
議
会
）」
を

設
立
し
、
各
団
体
の
取
組
を
共
有
し
、

継
続
的
に
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
を
行
っ

て
い
き
ま
す
。

　
ま
た
、
地
域
ご
と
に
そ
の
実
情
に

応
じ
た
加
入
徹
底
を
き
め
細
か
く
行

う
観
点
か
ら
、
各
地
方
ブ
ロ
ッ
ク
に

お
い
て
も
地
方
協
議
会
を
設
置
し
て

お
り
、
沖
縄
に
お
い
て
も
昨
年
９
月

に
県
内
の
建
設
業
団
体
25
団
体
を
始

め
と
す
る
関

係
団
体
及
び

行
政
機
関
の

御
賛
同
を
得

て
「
社
会
保

険
未
加
入
対

策
推
進
沖
縄

地
方
協
議

会
」
を
設
置

し
て
い
ま
す
。

　
終
わ
り
に
（
建
設
業
団
体
の
皆
様
へ
）

　
沖
縄
総
合
事
務
局
で
は
社
会
保
険
未

加
入
対
策
の
周
知
・
啓
発
を
図
る
た
め
、

当
局
主
催
の
講
習
会
等
は
も
と
よ
り
、

県
内
の
建
設
業
団
体
に
お
け
る
総
会
や

研
修
会
等
の
様
々
な
機
会
を
活
用
さ
せ

て
い
た
だ
き
説
明
を
行
っ
て
お
り
ま
す

の
で
、
各
建
設
業
団
体
の
御
担
当
者
に

お
か
れ
ま
し
て
は
、
本
対
策
の
説
明
の

御
要
望
が
あ
り
ま
し
た
ら
お
気
軽
に
末

尾
の
問
合
せ
先
ま
で
御
連
絡
く
だ
さ
い
。

　
問
い
合
わ
せ
先
　
開
発
建
設
部 

　
建
設
産
業
・
地
方
整
備
課 

建
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社会保険未加入対策の概要

みんなで取り組む保険加入　～社会保険加入徹底に向けた連携体制～

○ 下請企業を中心に、特に年金、医療、雇用保険に未加入の企業が存在
○ 技能労働者の処遇が低下し、若年入職者減少の一因
○ 適正に法定福利費を負担する企業ほど受注競争上不利

実施後５年を目途に、企業単位で許可業者の加入率１００％の加入状況を目指す。

○技能労働者の処遇向上、建設産業の持続的な発展に必要な人材の確保
○法定福利費を適正に負担する企業による公平で健全な競争環境の構築　を実現

これにより､

課　題

○行政、元請、下請など関係者が一体となって建設業界の保険加入徹底に取り組む
○営業所・工事現場での取組のほか、加入促進ネットワークを構築し保険加入を推進・支援

取　組

目指す姿

総合的対策の推進

３．建設企業の取組 ４．法定福利費の確保１．行政・元請・下請一体となった
　　保険加入の推進 ２．行政による制度的チェック・指導

○元請企業による下請加入指導
○雇用関係にある社員と請負関係に
ある者の明確化及び雇用関係にあ
る者の加入徹底

①発注者への要請・周知、元請企業への指導
②業界における見積時の法定福利費の明示
③ダンピング対策
④重層下請構造の是正

①経営事項審査の厳格化
②建設業担当部局による立入検査
③建設業許可（更新）時の加入状況確認
④社会保険担当部局（厚生労働省）との連携

「社会保険未加入対策推進協議会」
の設置（全国協議会・地方協議会）

③関係者が連携して保険加入を推進･支援

学校・職業訓練機関

建設業振興基金

建設企業

発注者

建設労働者

国・都道府県
（建設業担当部局）

建設業団体

国
（社会保険担当部局）

就労履歴管理機関

社会保険労務士会
保険加入促進ネットワーク保険加入促進ネットワーク
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厚
生
年
金
保
険
の
３
区
分
）
及

び
未
加
入
の
場
合
の
減
点
幅
拡

大
に
よ
り
、
未
加
入
企
業
に
対

す
る
評
価
の
厳
格
化
を
図
り
ま

す
。

②
建
設
業
担
当
部
局
に
よ
る
立
入
検

査
【
平
成
24
年
11
月
か
ら
実
施
】

【
営
業
所
へ
の
立
入
検
査
】

・
建
設
業
法
に
基
づ
く
立
入
検
査

に
お
い
て
、
労
働
者
名
簿
、
賃

金
台
帳
、
保
険
関
係
書
類
を
確

認
す
る
こ
と
に
よ
り
、
企
業
単
位
、

労
働
者
単
位
で
の
保
険
加
入
状

況
を
確
認
し
ま
す
。

【
工
事
現
場
へ
の
立
入
検
査
】

・
建
設
業
法
違
反
に
関
す
る
検
査

に
併
せ
て
、
保
険
加
入
に
関
す

る
調
査
を
実
施
し
ま
す
。

・
調
査
の
結
果
、
下
請
企
業
に
対

す
る
保
険
加
入
に
関
す
る
指
導

が
な
さ
れ
て
い
な
い
元
請
企
業

に
は
注
意
喚
起
等
を
行
い
ま
す
。

③
建
設
業
許
可
・
更
新
時
の
加
入
状

況
確
認
【
平
成
24
年
11
月
か
ら
実

施
】

・
建
設
業
許
可
（
更
新
）
の
申
請
時

の
添
付
書
類
に
保
険
加
入
状
況
を

記
載
し
た
書
面
を
追
加
し
、
保
険

の
加
入
状
況
を
確
認
し
ま
す
。

④
監
督
処
分
【
平
成
24
年
11
月
以
降

適
用
】

・
経
営
事
項
審
査
、
立
入
検
査
、

許
可
（
更
新
）
申
請
時
等
に
お

い
て
、
未
加
入
で
あ
る
こ
と
が

判
明
し
た
場
合
は
、
当
該
未
加

入
企
業
に
対
し
、
文
書
に
よ
り

保
険
加
入
を
指
導
し
、
一
定
期

間
後
、
加
入
状
況
の
報
告
を
求

め
ま
す
。

・
指
導
後
も
加
入
し
な
い
場
合
は
、

社
会
保
険
担
当
部
局
（
日
本
年

金
機
構
、
地
方
労
働
局
等
）
へ

通
報
し
ま
す
。

・
社
会
保
険
担
当
部
局
に
よ
る
加

入
指
導
に
も
応
じ
な
い
企
業
に

つ
い
て
は
、
社
会
保
険
担
当
部

局
か
ら
建
設
業
担
当
部
局
へ
通

知
が
な
さ
れ
、
建
設
業
担
当
部

局
は
当
該
通
知
に
基
づ
き
、
建

設
業
法
に
基
づ
く
監
督
処
分
を

行
い
ま
す
。

２
．
社
会
保
険
未
加
入
対
策
推
進
沖
縄

地
方
協
議
会
の
設
置

　
取
組
を
着
実
に
推
進
す
る
た
め
、

本
対
策
を
行
政
・
元
請
・
下
請
及
び

関
係
団
体
が
一
体
と
な
っ
て
継
続
的

に
実
施
す
る
「
社
会
保
険
未
加
入
対

策
推
進
協
議
会
（
全
国
協
議
会
）」
を

設
立
し
、
各
団
体
の
取
組
を
共
有
し
、

継
続
的
に
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
を
行
っ

て
い
き
ま
す
。

　
ま
た
、
地
域
ご
と
に
そ
の
実
情
に

応
じ
た
加
入
徹
底
を
き
め
細
か
く
行

う
観
点
か
ら
、
各
地
方
ブ
ロ
ッ
ク
に

お
い
て
も
地
方
協
議
会
を
設
置
し
て

お
り
、
沖
縄
に
お
い
て
も
昨
年
９
月

に
県
内
の
建
設
業
団
体
25
団
体
を
始

め
と
す
る
関

係
団
体
及
び

行
政
機
関
の

御
賛
同
を
得

て
「
社
会
保

険
未
加
入
対

策
推
進
沖
縄

地
方
協
議

会
」
を
設
置

し
て
い
ま
す
。

　
終
わ
り
に
（
建
設
業
団
体
の
皆
様
へ
）

　
沖
縄
総
合
事
務
局
で
は
社
会
保
険
未

加
入
対
策
の
周
知
・
啓
発
を
図
る
た
め
、

当
局
主
催
の
講
習
会
等
は
も
と
よ
り
、

県
内
の
建
設
業
団
体
に
お
け
る
総
会
や

研
修
会
等
の
様
々
な
機
会
を
活
用
さ
せ

て
い
た
だ
き
説
明
を
行
っ
て
お
り
ま
す

の
で
、
各
建
設
業
団
体
の
御
担
当
者
に

お
か
れ
ま
し
て
は
、
本
対
策
の
説
明
の

御
要
望
が
あ
り
ま
し
た
ら
お
気
軽
に
末

尾
の
問
合
せ
先
ま
で
御
連
絡
く
だ
さ
い
。

　
問
い
合
わ
せ
先
　
開
発
建
設
部 

　
建
設
産
業
・
地
方
整
備
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社会保険未加入対策の概要

みんなで取り組む保険加入　～社会保険加入徹底に向けた連携体制～

○ 下請企業を中心に、特に年金、医療、雇用保険に未加入の企業が存在
○ 技能労働者の処遇が低下し、若年入職者減少の一因
○ 適正に法定福利費を負担する企業ほど受注競争上不利

実施後５年を目途に、企業単位で許可業者の加入率１００％の加入状況を目指す。

○技能労働者の処遇向上、建設産業の持続的な発展に必要な人材の確保
○法定福利費を適正に負担する企業による公平で健全な競争環境の構築　を実現

これにより､

課　題

○行政、元請、下請など関係者が一体となって建設業界の保険加入徹底に取り組む
○営業所・工事現場での取組のほか、加入促進ネットワークを構築し保険加入を推進・支援

取　組

目指す姿

総合的対策の推進

３．建設企業の取組 ４．法定福利費の確保１．行政・元請・下請一体となった
　　保険加入の推進 ２．行政による制度的チェック・指導

○元請企業による下請加入指導
○雇用関係にある社員と請負関係に
ある者の明確化及び雇用関係にあ
る者の加入徹底

①発注者への要請・周知、元請企業への指導
②業界における見積時の法定福利費の明示
③ダンピング対策
④重層下請構造の是正

①経営事項審査の厳格化
②建設業担当部局による立入検査
③建設業許可（更新）時の加入状況確認
④社会保険担当部局（厚生労働省）との連携

「社会保険未加入対策推進協議会」
の設置（全国協議会・地方協議会）

③関係者が連携して保険加入を推進･支援

学校・職業訓練機関

建設業振興基金

建設企業

発注者

建設労働者

国・都道府県
（建設業担当部局）

建設業団体

国
（社会保険担当部局）

就労履歴管理機関

社会保険労務士会
保険加入促進ネットワーク保険加入促進ネットワーク


